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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ、液相または気
液二相状態の熱媒体が流通し前記集熱部（41）の熱によって相変化する熱媒体配管（45）
とを備えた太陽集熱器であって、
　　前記集熱部（41）は、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、
集光比が大きくなるように構成され、
　　前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、熱媒体の流路断面積
が大きくなっており、
　　前記熱媒体配管（45）は、１本の配管または複数本の並列配管で構成される少数配管
部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本数の並列配管で構成される多数配管部とを
有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かって、前記少数配管部、前記多数
配管部、の順に配列されている
ことを特徴とする太陽集熱器。
【請求項２】
　　太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ、気相または超
臨界状態の熱媒体が流通する熱媒体配管（45）とを備えた太陽集熱器であって、
　　前記集熱部（41）は、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、
集光比が大きくなるように構成され、
　　前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、熱媒体の流路断面積
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が大きくなっており、
　　前記熱媒体配管（45）は、１本の配管または複数本の並列配管で構成される少数配管
部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本数の並列配管で構成される多数配管部とを
有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かって、前記少数配管部、前記多数
配管部、の順に配列されている
ことを特徴とする太陽集熱器。
【請求項３】
　　太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ、熱媒体が流通
し前記集熱部（41）の熱によって前記熱媒体の密度が変化する熱媒体配管（45）とを備え
た太陽集熱器であって、
　　前記集熱部（41）は、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、
集光比が大きくなるように構成され、
　　前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、熱媒体の流路断面積
が大きくなっており、
　　前記熱媒体配管（45）は、１本の配管または複数本の並列配管で構成される少数配管
部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本数の並列配管で構成される多数配管部とを
有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かって、前記少数配管部、前記多数
配管部、の順に配列されている
ことを特徴とする太陽集熱器。
【請求項４】
　　請求項１乃至３の何れか１項において、
　　前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、配管径が大きくなっ
ている
ことを特徴とする太陽集熱器。
【請求項５】
　　請求項１乃至４の何れか１項に記載の太陽集熱器（40）を有し、熱媒体が循環する一
次側回路（20）と、
　　給湯タンク（32）を有し、給湯水が循環する二次側回路（30）と、
　　前記一次側回路（20）における太陽集熱器（40）から流出した熱媒体と、前記二次側
回路（30）における給湯タンク（32）に流入する給湯水とが熱交換する熱交換器（24）と
を備えている
ことを特徴とする給湯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、太陽集熱器および給湯システムに関し、特に、エネルギー効率の向上対策
に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　　例えば特許文献１に開示されているように、太陽光を集光する複数の反射鏡を備えた
太陽集熱器が知られている。この太陽集熱器は、複数の反射鏡と、これら反射鏡の焦点に
配設され、熱媒体が流通する集熱管とを備えている。複数の反射鏡は、１本の集熱管の入
口側から出口側へ順に配列されている。そして、この太陽集熱器では、熱媒体の出口温度
をより高温とするため、集熱管の入口側から出口側へいくにつれて反射鏡の集光比を増大
させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２３２５２４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　ところで、上述した特許文献１の太陽集熱器のように、単に反射鏡の集光比を増大さ
せるだけでは、熱媒体の高温化を十分に図ることができないという問題があった。具体的
に、反射鏡の集光比が高くなると集熱量が増大し、集熱管の温度は高くなる。しかしなが
ら、図４に示すように、集熱管の温度（集熱温度）が高くなるほど、輻射による放熱ロス
が増大し集熱熱効率（集熱量に対する温度上昇に寄与した熱量）が低下してしまう。つま
り、集熱管の輻射による放熱量は、集熱管と周囲との温度差の４乗に比例して増大するた
め、その温度差が大きくなるほど（即ち、集熱管の温度が高くなるほど）増大する。その
ため、集光比を増大させて集熱量を増大させただけでは、吸熱面積が足らず所定の熱量を
吸収できず集熱管の温度を上げることができなかった。
【０００５】
　　さらに、集熱管の出口側へ向けて、例えば熱媒体が液相から気相に相変化する等して
、熱媒体の密度が小さくなると、熱媒体の流速が速くなり圧力損失が増大してしまうとい
う問題があった。その結果、エネルギー効率が低下してしまう。
【０００６】
　　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、十分な熱量を吸収す
ることができると共に、エネルギー効率の高い太陽集熱器およびそれを用いた給湯システ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　第１の発明は、太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ
、液相または気液二相状態の熱媒体が流通し前記集熱部（41）の熱によって相変化する熱
媒体配管（45）とを備えた太陽集熱器を対象としている。そして、前記集熱部（41）は、
前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、集光比が大きくなるように
構成されているものであり、前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれ
て、熱媒体の流路断面積が大きくなっており、前記熱媒体配管（45）は、１本の配管また
は複数本の並列配管で構成される少数配管部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本
数の並列配管で構成される多数配管部とを有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口
側へ向かって、前記少数配管部、前記多数配管部、の順に配列されているものである。
【０００８】
　　第１の発明では、熱媒体が熱媒体配管（45）を介して集熱部（41）によって加熱され
て昇温する。集熱部（41）においては、入口側から出口側へ向かうにつれて集光比が大き
くなっているため、出口側へいくほど集熱量が多くなる。そのため、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体に対する加熱量が多くなる。その反面、入口側から出口側へ向かう
につれて熱媒体が熱媒体配管（45）を介して放熱する量も増大する。つまり、集熱部（41
）における集熱熱効率が低下する。ところが、熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体の流路断面積が大きくなっており、例えば図２に示すように、出口
側へいくにつれて並列配管の本数を多くすることにより、熱媒体の流路断面積が大きくな
っている。そのため、出口側へいくほど熱媒体の吸熱面積が増大する。これにより、熱媒
体は集熱部（41）の熱をより多く吸熱して昇温する。
【０００９】
　　また、熱媒体配管（45）において、例えば液相の熱媒体は集熱部（41）によって加熱
されることで気液二相または気相に相変化し、気液二相の熱媒体は集熱部（41）によって
加熱されることで気相に相変化する。何れの相変化も、熱媒体の密度が小さくなる。その
ため、熱媒体配管（45）においては、出口側へいくにつれて熱媒体の流速が速くなり圧力
損失が増大することになる。ところが、本発明では、上述したように出口側へいくにつれ
て熱媒体の流路断面積が大きくなっているので、流速が速くなるのを抑制できる。
【００１０】
　　第２の発明は、太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ
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、気相または超臨界状態の熱媒体が流通する熱媒体配管（45）とを備えた太陽集熱器を対
象としている。そして、前記集熱部（41）は、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側
へ向かうにつれて、集光比が大きくなるように構成されているものであり、前記熱媒体配
管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、熱媒体の流路断面積が大きくなってお
り、前記熱媒体配管（45）は、１本の配管または複数本の並列配管で構成される少数配管
部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本数の並列配管で構成される多数配管部とを
有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向かって、前記少数配管部、前記多数
配管部、の順に配列されているものである。
【００１１】
　　第２の発明では、熱媒体が熱媒体配管（45）を介して集熱部（41）によって加熱され
て昇温する。集熱部（41）においては、入口側から出口側へ向かうにつれて集光比が大き
くなっているため、出口側へいくほど集熱量が多くなる。そのため、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体に対する加熱量が多くなる。その反面、入口側から出口側へ向かう
につれて熱媒体が熱媒体配管（45）を介して放熱する量も増大する。つまり、集熱部（41
）における集熱熱効率が低下する。ところが、熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体の流路断面積が大きくなっており、例えば図２に示すように、出口
側へいくにつれて並列配管の本数を多くすることにより、熱媒体の流路断面積が大きくな
っている。そのため、出口側へいくほど熱媒体の吸熱面積が増大する。これにより、熱媒
体は集熱部（41）の熱をより多く吸熱して昇温する。
【００１２】
　　また、熱媒体配管（45）において、気相または超臨界状態の熱媒体は集熱部（41）に
よって加熱されることで体積が増大して密度が小さくなる。そのため、熱媒体配管（45）
においては、出口側へいくにつれて熱媒体の流速が速くなり圧力損失が増大することにな
る。ところが、本発明では、上述したように出口側へいくにつれて熱媒体の流路断面積が
大きくなっているので、流速が速くなるのを抑制できる。
【００１３】
　　第３の発明は、太陽光を集光する集熱部（41）と、該集熱部（41）に配設され、且つ
、熱媒体が流通し前記集熱部（41）の熱によって前記熱媒体の密度が変化する熱媒体配管
（45）とを備えた太陽集熱器を対象としている。そして、前記集熱部（41）は、前記熱媒
体配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、集光比が大きくなるように構成され
ているものであり、前記熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ向かうにつれて、熱媒
体の流路断面積が大きくなっており、前記熱媒体配管（45）は、１本の配管または複数本
の並列配管で構成される少数配管部と、前記少数配管部の配管本数よりも多い本数の並列
配管で構成される多数配管部とを有し、前記熱媒体配管（45）の入口側から出口側へ向か
って、前記少数配管部、前記多数配管部、の順に配列されているものである。
【００１４】
　　第３の発明では、熱媒体が熱媒体配管（45）を介して集熱部（41）によって加熱され
て昇温する。集熱部（41）においては、入口側から出口側へ向かうにつれて集光比が大き
くなっているため、出口側へいくほど集熱量が多くなる。そのため、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体に対する加熱量が多くなる。その反面、入口側から出口側へ向かう
につれて熱媒体が熱媒体配管（45）を介して放熱する量も増大する。つまり、集熱部（41
）における集熱熱効率が低下する。ところが、熱媒体配管（45）は、入口側から出口側へ
向かうにつれて熱媒体の流路断面積が大きくなっており、例えば図２に示すように、出口
側へいくにつれて並列配管の本数を多くすることにより、熱媒体の流路断面積が大きくな
っている。そのため、出口側へいくほど熱媒体の吸熱面積が増大する。これにより、熱媒
体は集熱部（41）の熱をより多く吸熱して昇温する。
【００１５】
　　また、熱媒体配管（45）において、熱媒体は集熱部（41）によって加熱されることで
体積が増大して密度が小さくなる。そのため、熱媒体配管（45）においては、出口側へい
くにつれて熱媒体の流速が速くなり圧力損失が増大することになる。ところが、本発明で
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は、上述したように出口側へいくにつれて熱媒体の流路断面積が大きくなっているので、
流速が速くなるのを抑制できる。
【００１６】
　　第４の発明は、第１乃至第３の何れか１の発明において、前記熱媒体配管（45）は、
入口側から出口側へ向かうにつれて、配管径が大きくなっているものである。
【００１７】
　　第４の発明の熱媒体配管（45）は、例えば図５に示すように、出口側へいくにつれて
配管径を大きくすることにより、熱媒体の流路断面積が大きくなっている。
【００１８】
　　第５の発明は、第１乃至第４の何れか１の発明の太陽集熱器（40）を有し、熱媒体が
循環する一次側回路（20）と、給湯タンク（32）を有し、給湯水が循環する二次側回路（
30）と、前記一次側回路（20）における太陽集熱器（40）から流出した熱媒体と、前記二
次側回路（30）における給湯タンク（32）に流入する給湯水とが熱交換する熱交換器（24
）とを備えていることを特徴とする給湯システムである。
【００１９】
　　上記第５の発明では、熱交換器（24）において、給湯水が太陽集熱器（40）から流出
した高温の熱媒体から吸熱して高温になる。高温になった給湯水は、給湯タンク（32）に
貯留され、必要に応じて利用側へ供給される。
【発明の効果】
【００２０】
　　以上のように、第１～第３の発明によれば、集熱部（41）において入口側から出口側
へ向かうにつれて集光比が大きくなるように構成し、且つ、入口側から出口側へ向かうに
つれて熱媒体の流路断面積が大きくなるように構成した。これにより、出口側へ向かうに
つれて熱媒体の吸熱面積を増大させることができる。そのため、出口側へ向かうにつれて
熱媒体の放熱量が増大し集熱熱効率が低下しても、熱媒体は十分な熱量を吸熱することが
できる。よって、熱媒体の高温化を十分図ることができる。
【００２１】
　　さらに、出口側へ向かうにつれて熱媒体の流路断面積を大きくすることによって、熱
媒体の密度が小さくなって熱媒体の流速が速くなるのを抑制することができる。これによ
り、熱媒体配管（45）における圧力損失を低減することができる。
【００２２】
　　以上により、本発明によれば、高効率で、且つ、熱媒体の高温化を十分図ることが可
能な太陽集熱器（40）を提供することができる。
【００２３】
　　また、第５の発明によれば、高効率で高温の給湯水を生成することが可能な給湯シス
テム（10）を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、実施形態１に係る給湯システムの構成を示す配管系統図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る給湯システムの冷媒の挙動状態を示すモリエル線図で
ある。
【図３】図３は、実施形態１に係る太陽集熱器の構成を示す図であり、（Ａ）は（Ｂ）の
断面図である。
【図４】図４は、集熱温度と集熱熱効率の関係を示すグラフである。
【図５】図５は、実施形態１の変形例に係る太陽集熱器の構成を示す図であり、（Ａ）は
（Ｂ）の断面図である。
【図６】図６は、実施形態２に係る蒸気発生システムの構成を示す配管系統図である。
【図７】図７は、油、冷媒、水についてエンタルピと温度との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は
、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限
することを意図するものではない。
【００２６】
　《実施形態１》
　　本発明の実施形態１について説明する。図１に示すように、本実施形態の給湯システ
ム（10）は、一次側回路（20）と二次側回路（30）とを備えている。
【００２７】
　　一次側回路（20）は、冷媒ポンプ（21）と、内部熱交換器（22）と、太陽集熱器（40
）と、膨張機（23）と、水熱交換器（24）と、凝縮器（25）とが配管接続されている。一
次側回路（20）は、冷媒ポンプ（21）によって冷媒が循環して、いわゆるランキンサイク
ルを行う冷媒回路である。本実施形態では、冷媒にＲ１３４ａが用いられている。太陽集
熱器（40）は、冷媒が太陽熱によって加熱されるものであり、詳細な構成については後述
する。膨張機（23）は、太陽集熱器（40）から流出した冷媒が膨張することによって動力
を発生させるものである。この発生させた動力は、例えば発電（ランキン発電）に利用さ
れる。内部熱交換器（22）は、冷媒ポンプ（21）から吐出された冷媒と、膨張機（23）で
膨張した冷媒とが熱交換するように構成されている。水熱交換器（24）は、二次側回路（
30）と接続され、膨張機（23）で膨張して内部熱交換器（22）を流通した後の冷媒が二次
側回路（30）の給湯水と熱交換するように構成されている。凝縮器（25）は、水熱交換器
（24）から流出した冷媒が空気と熱交換する空気熱交換器である。
【００２８】
　　二次側回路（30）は、給湯ポンプ（31）と、給湯タンク（32）とを備えている。二次
側回路（30）は、給湯ポンプ（31）の吐出側の配管が水熱交換器（24）と接続されている
。二次側回路（30）では、給湯ポンプ（31）によって給湯水が循環する。
【００２９】
　　一次側回路（20）における冷媒の挙動状態について図２を参照しながら説明する。冷
媒ポンプ（21）に吸入された冷媒は、圧力が臨界圧力以上まで昇圧されて吐出される（図
２のＡ点、例えば５６℃）。この吐出された超臨界状態の冷媒は、内部熱交換器（22）で
加熱されて昇温する（図２のＢ点、例えば１０８℃）。内部熱交換器（22）から流出した
超臨界状態の冷媒は、太陽集熱器（40）で加熱されて昇温する（図２のＣ点、例えば２０
０℃）。このように、本実施形態の太陽集熱器（40）は、冷媒を例えば水の沸騰温度（１
００℃）よりも高い温度まで昇温させることができる。太陽集熱器（40）から流出した冷
媒は、膨張機（23）で膨張して減圧される（図２のＤ点、例えば１３７℃）。膨張機（23
）から流出した冷媒は、内部熱交換器（22）で図２のＡ点の冷媒へ放熱する（図２のＥ点
、例えば５８℃）。内部熱交換器（22）から流出した冷媒は、水熱交換器（24）で二次側
回路（30）の給湯水へ放熱する（図２のＦ点、例えば５０）。これにより、給湯水が昇温
する。水熱交換器（24）から流出した冷媒は冷媒ポンプ（21）へ吸入され、上述した循環
が繰り返される。
【００３０】
　　〈太陽集熱器の構成〉
　　上述した太陽集熱器（40）は、図３に示すように、集熱部（41）と冷媒配管（45）と
を備えている。
【００３１】
　　集熱部（41）は、内部に断熱材が充填された矩形体状の本体（42）と、該本体（42）
の上面に取り付けられる複数（本実施形態では、７個）の反射鏡（43a,43b,43c）とを備
えている。反射鏡（43a,43b,43c）は、１つの放物面で構成される反射鏡であり、本体（4
2）の幅方向（図３（Ｂ）の上下方向）に延びる２次元トラフ（桶）型に形成されている
。複数の反射鏡（43a,43b,43c）は、本体（42）の長手方向（図３（Ｂ）の左右方向）に
配列されている。各反射鏡（43a,43b,43c）は、太陽光を焦点（44）に集光させるように
構成されている。なお、反射鏡（43a,43b,43c）は、焦点（44）の軌跡が略東西方向を辿
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るように配置されている。また、反射鏡（43a,43b,43c）は、複合放物面で構成される２
次元トラフ（桶）型であってもよい。
【００３２】
　　冷媒配管（45）は、入口部（45a）が内部熱交換器（22）の流出側と接続され、出口
部（45b）が膨張機（23）の流入側と接続されている。つまり、冷媒配管（45）は、内部
熱交換器（22）から流出した超臨界状態の冷媒が流通する熱媒体配管である。冷媒配管（
45）は、各反射鏡（43a,43b,43c）の焦点（44）に配設されるように設けられている。本
実施形態では、各反射鏡（43a,43b,43c）の集光比が３種類（最小、中位、最大）に区分
されている。冷媒配管（45）の入口部（45a）側から集光比が小さい順に反射鏡（43a,43b
,43c）が配列されている。具体的に、本実施形態では、集光比が最小の反射鏡（43a）が
２つ配列され、その次に、集光比が中位の反射鏡（43b）が２つ配列され、その次に、集
光比が最大の反射鏡（43c）が３つ配列されている。つまり、本実施形態の集熱部（41）
は、冷媒配管（45）の入口側から出口側へ向かうにつれて、反射鏡（43a,43b,43c）の集
光比が大きくなるように構成されている。なお、ここでいう集光比は、反射鏡（43a,43b,
43c）内に入射した太陽光のうち虫眼鏡の如く集中させた光の比率である。
【００３３】
　　冷媒配管（45）は、低温域配管（46）と、中温域配管（47）と、高温域配管（48）と
を備えている。これら配管（46,47,48）は、互いに配管径が同じである。低温域配管（46
）は、２本であり、集光比が最小の２つの反射鏡（43a）のそれぞれの焦点（44）に配設
されている。入口側の低温域配管（46）は、一端が入口部（45a）と繋がっており、他端
が本体（42）の外部で他方の低温域配管（46）の一端と接続されている。つまり、２本の
低温域配管（46）は、互いに直列に接続されており、入口部（45a）から流入した冷媒が
順に流れる。中温域配管（47）は、２本であり、集光比が中位の２つの反射鏡（43b）の
それぞれの焦点（44）に配設されている。この２本の中温域配管（47）は、両端共に本体
（42）の外部で互いに接続されている。つまり、２本の中温域配管（47）は、互いに並列
に接続されており、低温域配管（46）を流通した冷媒が各中温域配管（47）へ分流する。
高温域配管（48）は、３本であり、集光比が最大の３つの反射鏡（43c）のそれぞれの焦
点（44）に配設されている。この３本の高温域配管（48）は、両端共に本体（42）の外部
で互いに接続されている。つまり、３本の高温域配管（48）は、互いに並列に接続されて
おり、中温域配管（47）を流通した冷媒が各高温域配管（48）へ分流する。そして、各高
温域配管（48）を流通した冷媒は合流して出口部（45b）から流出する。このように、本
実施形態の冷媒配管（45）は、図３（Ａ）に示すように、低温域においては１つの冷媒通
路が形成され、中温域においては２つの冷媒通路が形成され、高温域においては３つの冷
媒通路が形成されている。つまり、本実施形態の冷媒配管（45）は、冷媒の入口側から出
口側へ向かうにつれて、冷媒の流路断面積が大きくなるように構成されている。
【００３４】
　　この太陽集熱器（40）では、太陽光が反射鏡（43a,43b,43c）によって低温域配管（4
6）、中温域配管（47）、高温域配管（48）に集光される、これにより、各配管（46,47,4
8）およびその内部を流通する冷媒が加熱される。反射鏡（43a,43b,43c）は出口側へ行く
につれて集光比が大きくなっているので、出口側へいくにつれて冷媒配管（45）への加熱
量（集熱量）が増大して冷媒配管（45）の温度が高くなる。つまり、高温域配管（48）が
最も高い温度となる。ここで、冷媒配管（45）の温度が高くなるほど、周囲温度との温度
差も大きくなる。そして、温度差が大きくなるほど、冷媒配管（45）の放熱量が増大する
。その結果、図４に示すように、冷媒配管（45）の温度が高くなるほど、冷媒配管（45）
における集熱熱効率が低下してしまう。したがって、このままでは、出口側へいくにつれ
て集光比を大きくして集熱量を増大させても、冷媒配管（45）は十分な熱を吸熱すること
ができない。ところが、本実施形態では、上述したように入口側から出口側へ向かうにつ
れて冷媒の流路断面積が大きくなっている。そのため、特に高温域配管（48）において集
光面積（吸熱面積）を増大させることができ、十分な熱を吸熱することができる。その結
果、図２に示すように、冷媒を例えば水の沸騰温度（１００℃）よりも高い温度まで昇温
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させることができる。つまり、太陽集熱器（40）の熱媒体の出口温度を従来よりも十分高
温化させることができる。
【００３５】
　　また、冷媒は入口側から出口側へ向かうにつれて温度が高くなり、冷媒の密度が小さ
くなる。密度が小さくなると、冷媒の流速が速くなり圧力損失が増大する。ところが、本
実施形態では、上述したように入口側から出口側へ向かうにつれて冷媒の流路断面積が大
きくなっているため、冷媒の流速が速くなるのを抑制でき圧力損失を低減することができ
る。以上により、本実施形態の太陽集熱器（40）では、高効率で冷媒の高温化を十分に図
ることができる。その結果、エネルギー効率の高い給湯システム（10）を提供することが
できる。
【００３６】
　　－実施形態１の変形例－
　　本変形例は、実施形態の１における太陽集熱器（40）の構成を変更したものである。
図５に示すように、本変形例の太陽集熱器（40）は、冷媒配管（45）が入口部（45a）か
ら出口部（45b）まで１本の配管で構成されている。実施形態１と同様、冷媒配管（45）
は、低温域配管（46）と、中温域配管（47）と、高温域配管（48）とを備えている。低温
域配管（46）は、２本であり、集光比が最小の２つの反射鏡（43a）のそれぞれの焦点（4
4）に配設されている。中温域配管（47）は、２本であり、集光比が中位の２つの反射鏡
（43b）のそれぞれの焦点（44）に配設されている。高温域配管（48）は、実施形態１と
異なり２本であり、集光比が最大の２つの反射鏡（43c）のそれぞれの焦点（44）に配設
されている。そして、これら６本の配管（46,47,48）が互いに直列に接続されている。さ
らに、本変形例では、低温域配管（46）、中温域配管（47）および高温域配管（48）の順
に、配管径が大きくなっている。つまり、高温域配管（48）の配管径が最大となっている
。このように、本変形例においても、冷媒配管（45）は入口側から出口側へむかうにつれ
て冷媒の流路断面積が大きくなるように構成されている。これにより、上述した実施形態
１と同様の作用効果を得ることができる。
【００３７】
　《実施形態２》
　　本発明の実施形態２について説明する。図６に示すように、本実施形態は、上述した
実施形態１またはその変形例に係る太陽集熱器（40）を備えた蒸気発生システム（50）で
ある。この蒸気発生システム（50）は、一次側回路（60）と二次側回路（70）とを備えて
いる。
【００３８】
　　一次側回路（60）は、冷媒ポンプ（61）と、太陽集熱器（40）と、水熱交換器（62）
とが配管接続されている。一次側回路（60）は、冷媒ポンプ（61）によって冷媒が循環す
る冷媒回路である。本実施形態では、冷媒にＲ２４５が用いられている。太陽集熱器（40
）では冷媒が太陽熱によって加熱される。水熱交換器（62）は、二次側回路（70）と接続
され、太陽集熱器（40）から流出した冷媒が二次側回路（70）の水へ放熱して凝縮する。
これにより、水が加熱されて蒸気となる。
【００３９】
　　二次側回路（70）は、水ポンプ（71）と、蒸気タンク（72）と、水タンク（73）とを
備えている。二次側回路（70）では、蒸気タンク（72）と水タンク（73）とが主配管（70
a）によって接続されている。そして、主配管（70a）に水ポンプ（71）が設けられ、水ポ
ンプ（71）の吐出側に水熱交換器（62）が接続されている。二次側回路（70）では、水ポ
ンプ（71）によって水タンク（73）の水が水熱交換器（62）へ供給される。また、主配管
（70a）における水タンク（73）と水ポンプ（71）との間には、注水管（70b）が接続され
ている。注水管（70b）には例えば水道水が注水される。蒸気タンク（72）の蒸気は、利
用側として、例えば蒸気によってタービンを駆動して発電する発電システムに送られる。
そして、利用側からの水が水タンク（73）に戻る。
【００４０】
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　　この二次側回路（70）では、水タンク（73）の水（例えば８０℃）と注水管（70b）
からの水（例えば２０℃）との混合水（例えば５０℃）が水ポンプ（71）によって水熱交
換器（62）へ供給される。水熱交換器（62）では、混合水が一次側回路（60）の冷媒から
吸熱して蒸気（例えば１２０℃）となる。この蒸気は、蒸気タンク（72）へ貯留される。
ここで、水熱交換器（62）へ送られる冷媒は、太陽集熱器（40）で十分に高温化された冷
媒であるため、より高温の蒸気を生成することができる。さらに、太陽集熱器（40）は圧
力損失が低い高効率のものであるため、エネルギー効率の高い蒸気発生システム（50）を
提供することができる。
【００４１】
　　また、従来では本実施形態の一次側回路（60）に冷媒ではなく油を用いたものがある
。この従来の場合、水熱交換器（62）では油の顕熱によって水が加熱されるため、本実施
形態のように冷媒の潜熱によって水を加熱する場合と比べて、油の流量が多く必要となる
。そのため、回路における油の搬送動力が嵩む。逆に、本実施形態のものでは、同じ温度
の蒸気を生成するのに必要な冷媒の流量が少なくてすみ、冷媒の搬送動力を小さくするこ
とができる。例えば、図７に示すように、冷媒（Ｒ２４５）の場合、水と同じような相変
化を行い、その潜熱によって水を加熱するので、例えば、１２０℃の冷媒（図７の■印）
で１２０℃の蒸気（図７の実線）を生成することができる。これに対し、油の場合、水と
大きく異なり相変化はせず、顕熱によって水を加熱するため、例えば、１２５℃の油（図
７の△印）で１２０℃の蒸気を生成させようとすると、冷媒の約５倍の流量が必要となる
。また、油の温度を１９１℃（図７の○印）と高くすれば、冷媒と同じ流量となるが、油
を高温化させなければならず太陽集熱器（40）のエネルギー効率が著しく低下してしまう
。このように、油ではなく冷媒を用いることによって、冷媒の必要流量を少なくでき、冷
媒の搬送動力を削減することができる。これによって、エネルギー効率の高い蒸気発生シ
ステム（50）を構築できる。
【００４２】
　－その他の実施形態－
　　本発明は、上述した実施形態について次のように構成してもよい。
【００４３】
　　例えば、太陽集熱器（40）の冷媒配管（45）を流通する冷媒として、超臨界状態のも
のに限らず、気相状態のものであってもよいし、液相状態または気液二相状態のものであ
っても、同様の作用効果を得ることができる。つまり、本発明は、加熱されて密度が大き
く変化する（密度が大幅に小さくなる）熱媒体であればよい。
【００４４】
　　また、本発明の太陽集熱器（40）は、冷媒の流路断面積を大きくする方法として、並
列接続する配管の本数と配管径の両方を変化させるようにしてもよい。
【００４５】
　　また、本発明の太陽集熱器（40）は、上述した給湯システム（10）および蒸気発生シ
ステム（50）以外のシステムに利用するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　　以上説明したように、本発明は、太陽光を集光して熱媒体を加熱する太陽集熱器およ
びそれを備えた給湯システムについて有用である。
【符号の説明】
【００４７】
10　　　　給湯システム
20　　　　一次側回路
24　　　　水熱交換器（熱交換器）
30　　　　二次側回路
32　　　　給湯タンク
40　　　　太陽集熱器
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41　　　　集熱部
45　　　　冷媒配管（熱媒体配管）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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